
まん延防止等重点措置等に基づく協力要請について

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ①

◆対象区域

（１）措置区域 さいたま市 及び 川口市

（２）措置区域以外 ２市を除く、埼玉県全域

◆実施期間
（１） 措置区域

令和３年４月２０日（火）から 令和３年５月１１日（火）まで

（２） 措置区域以外
令和３年４月２０日（火）から 令和３年５月１１日（火）まで

（３）まん延防止等重点措置 終了後
令和３年５月１２日（水）から 令和３年５月１９日（水）まで
※さいたま市、川口市を含む。

新



◆営業時間の短縮を要請した時間以降、

不要に飲食店に出入りしない

（要請時間）さいたま市、川口市 午後８時まで

２市を除く埼玉県全域 午後９時まで

県民の皆様へのお願い
（特措法第24条第９項、第31条の６第２項）

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ②

新



県民の皆様へのお願い
（特措法第24条第９項等）

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ③

◆県境をまたぐ移動自粛

特に、変異株により感染が拡大している大都市圏等との往来自粛

大型連休等の時期に、感染拡大地域との往来を強く自粛

新

◆カラオケ設備のある飲食店での、カラオケ設備の利用自粛 新

◆日中も含めた不要不急の外出自粛、移動の自粛
（医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、

通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く）

新



要請期間
令和３年４月２０日（火）から 令和３年５月１１日（火）まで

午前 ０時 午後１２時

対象業種

飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスを除く。）

遊興施設等：バー等 (飲食店営業許可を受けている店舗）

※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請）

営業時間 午前 ５時から午後８時まで

酒類提供時間 午前１１時から午後７時まで

営業時間の短縮要請等について
（特措法第31条の６第１項）

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ④

【措置区域】 さいたま市、川口市 について 新



要請期間
令和３年４月２０日（火）から 令和３年５月１９日（水）まで

午前 ０時 午後１２時

対象業種

飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスを除く。）

遊興施設等：バー等 (飲食店営業許可を受けている店舗）

※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請）

営業時間 午前 ５時から午後９時まで

酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑤

【措置区域以外】 ２市を除く埼玉県全域 について

営業時間の短縮要請等について
（特措法第24条第９項）

【措置区域】 さいたま市、川口市 について（令和３年５月１２日以降）



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑥

【措置区域】さいたま市、川口市 について

営業時間の短縮要請等について
（特措法施行令第５条の５ ほか）

新

◆入場者へマスクの着用等の徹底、発熱等有症状者の入場禁止

◆手指の消毒設備の設置、入場者が密にならないような整理誘導

◆アクリル板等の設置又は座席間隔の確保、換気の徹底等、

会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置

※措置区域以外（２市を除く埼玉県全域）についても同様の措置をお願い



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑦

【措置区域・措置区域以外ともに】

事業者の皆様へのお願い

◆彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び

業種別ガイドラインを使用・遵守し、感染症対策を徹底
※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、

個別に要請を行うこともある。

◆カラオケ設備のある飲食店での、カラオケ設備の使用自粛 新

（特措法第24条第９項）

新



人 数 上 限 収 容 率

５，０００人以下

大声での歓声、声援が

無い場合：１００％以内

有る場合： ５０％以内

人数上限と収容率の人数のいずれか小さいほうが上限

イベントの開催制限について
（特措法第２４条第９項）

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑧

◆人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。

◆営業時間を短縮していただくようお願いする。

【措置区域内】 午後８時まで（酒類の提供は午後７時まで）

【措置区域外】 午後９時まで（酒類の提供は午後８時まで）

新

新



まん延防止等重点措置の実施に関する教育関係の対応

県立学校における学校運営の基本方針

「引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動を実施」

1. 学校における対応

① 感染予防の徹底
 健康観察の徹底（体調不良の際は登校させない）

 手洗いの徹底と適切な換気、マスクの着用

 授業等は十分な感染症対策の下で実施

 食事中の会話禁止（会話は食事後にマスク付けてから）

 新入生を含めた児童生徒向けリーフレットの配布

② 登下校時の３密の回避
 電車・バス等による登下校時の過密状態を極力避けるため、

必要に応じて始業時刻の繰り下げの実施

③ 部活動
 感染症対策を徹底した上で実施

 飛沫感染の可能性が高い活動は原則として行わない

 泊を伴う合宿等の禁止

④ 修学旅行等の泊を伴う校外行事
 修学旅行等は、目的地等の状況、生徒の心情等を踏まえ、

保護者の十分な理解を得て、実施の可否を判断

２. 家庭における対応

⑥ 家庭へのお願い
 規則正しい生活習慣の徹底（体調不良の際は登校しない・させない）

 手洗いの徹底と適切な換気、マスクの着用

 不要不急の外出を避け、可能な限り速やかな帰宅

 会食等の自粛

 ＧＷを前にした家庭向けリーフレットの配布

３.市町村への要請

① 感染予防の徹底
④ 修学旅行等の泊を伴う校外行事の適切な対応
⑤ 児童生徒の心のケア
⑥ 家庭へのお願い

⑤ 児童生徒の心のケア
 教職員に対し、改めて適切な対応を指導

 相談窓口の再周知

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑨



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑩

令和３年４月臨時会付議予定議案について

招 集 日 令和３年４月１９日（月）

議 案 １件 令和３年度埼玉県一般会計補正予算（第２号）

〇高齢者入所施設等の職員へのＰＣＲ検査の追加

〇飲食店等における感染防止対策の推進 369億9,316万9千円

15億6,024万円

▸感染防止対策協力金の支給 ▸国の補助制度の事業者負担分への補助 ▸商工団体を通じた支援の強化 等

補正予算の規模 ３８５億５，３４０万９千円

主な内容

（補正後累計 2兆1,779億1,862万9千円）



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑪

感染防止対策協力金（第９期）
まん延防止等重点措置区域及びその他地域で行う営業時間の短縮要請等に協力した
事業者に、「埼玉県感染防止対策協力金」を支給する

支給対象

まん延防止等重点措置区域を含む県内全域において、期間中、営業時間の短縮（休業を
含む。）に協力した飲食店（バー、カラオケボックス等を含む。）・喫茶店を運営する事業者

期間及び営業時間

（１） まん延防止等重点措置区域（さいたま市、川口市） ４/２０（火）から５/１１（火）まで
午前５時から午後８時まで（酒類提供時間は午前１１時から午後７時まで）

（２） その他地域 ４/２０（火）から５/１９（水）まで
午前５時から午後９時まで（酒類提供時間は午前１１時から午後８時まで）

予算額 ３６６億２，９０８万９千円

※まん延防止等重点措置の期間終了後、 さいたま市及び川口市はその他地域に含めて要請



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑫

感染防止対策協力金（第９期）

前年度又は前々年度の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

４月２０日から５月１１日まで

１０万円以下 ４万円

１０万円超
２５万円以下

４万円から１０万円
※売上高に応じて変動

２５万円超 １０万円

まん延防止等重点措置区域 その他地域

※ 売上高減少額方式（大企業等）の場合は、売上高の減少額×０．４ （上限２０万円、下限なし）

従来の定額から売上高に応じた協力金に変更

前年度又は前々年度の
一日当たりの売上高

協力金の額（日額）

４月２０日から５月１９日まで

８．３万円以下 ２.５万円

８．３万円超
２５万円以下

２.５万円から７.５万円

※売上高に応じて変動

２５万円超 ７.５万円



埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑬

飲食店等の感染拡大防止対策支援

❏ 店舗に応じたアクリル板等の設置方法や必要枚数などをアドバイス

❏ アクリル板等の調達の斡旋や専門家の派遣

小規模な飲食店が徹底した感染防止対策を行えるよう、商工団体が
アクリル板等の調達の斡旋から補助金申請までトータル支援を行う

予算額 ８，９００万円
商工団体を通じた感染拡大防止対策の取組支援

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）で補助対象となる感染防止対策費の

事業者負担分を県が補助することで感染防止対策のより一層の促進を図る

国の補助制度の事業者負担分への補助

県の補助

対象者

国の交付決定を受けた事業者
※飲食店営業許可又は
喫茶店営業許可を受けていること

補助率 １０／１０

事業者負担分（1/4）国庫補助充当分（補助率3/4）

感染防止対策費分
（補助額の1/4～1/2上限）

感染防止
対策費分

（イメージ図）

予算額 １億６，６００万円

持続化補助金の対象となっている感染防止対策費の事業者負担分に対して県が補助

通常分 通常分



まん延防止等重点措置の適用等を踏まえ、
高齢者入所施設や障害者入所施設の従事
者に対して実施しているPCR検査の回数を
増加させる。

変更前 月１回（４～６月：各１回）

変更後 月２回（４月：１回、５～６月：各２回）

3

埼玉県知事記者会見 令和３年４月１６日 ⑭

高齢者入所施設等の職員へのＰＣＲ検査の追加

予算額 １５億６，０２４万円

令和３年5月・６月の検査

月１回から２回に増

主な内容

高齢者入所施設

施設種別

特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅、軽費老
人ホーム、養護老人ホーム、認知
症グループホーム 等

対象 約１，５００施設、約７０，０００人

障害者入所施設

施設種別 障害者入所施設、グループホーム

対象 約４００施設、 約８，８００人


